
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

保険料収入（億円） 51,662 54,218 55,364 56,920 57,997 59,969 60,524 59,294 58,851 58,214 56,636 60,167 60,221 60,667 61,442 62,677 62,013 59,555 67,343 68,855 73,156 74,878 77,342 80,461 84,142 87,974 91,429 95,939 94,618 98,553 100,421 102,998 106,490

保険給付費（億円） 41,519 43,179 44,742 46,429 47,712 45,755 43,188 42,585 42,290 42,524 41,008 38,534 38,956 40,501 40,851 42,683 43,375 44,513 46,099 46,997 47,788 48,980 50,739 53,961 55,751 58,117 60,016 63,668 61,870 67,017 69,519 71,512 72,552

高齢者医療への

拠出金（億円）
16,576 18,137 19,880 20,859 22,382 22,844 24,985 28,125 25,654 27,653 29,828 28,272 25,881 25,851 26,506 28,740 29,016 28,773 28,283 29,752 32,780 34,886 34,854 34,172 33,678 34,913 34,992 36,246 36,622 37,138 35,867 37,224 36,195

国庫補助等（億円） 7,688 6,793 7,260 8,809 9,227 9,028 8,980 9,597 8,878 9,057 9,091 8,321 7,942 7,963 7,888 8,201 9,093 9,678 10,543 11,539 11,808 12,194 12,559 11,815 11,897 11,343 11,850 12,113 12,739 12,463 12,456 12,874 11,690

国庫補助率

被保険者数（万人） 1,901 1,901 1,934 1,961 1,986 2,013 2,026 2,004 1,978 1,971 1,956 1,916 1,899 1,909 1,923 1,952 1,988 1,983 1,962 1,968 1,970 1,986 2,021 2,071 2,137 2,300 2,361 2,465 2,488 2,511 2,515 2,515 2,559

標準報酬月額（円） 270,214 280,089 283,313 285,633 288,119 291,377 292,437 290,853 289,694 289,112 286,979 284,544 283,208 283,141 282,990 284,930 285,156 280,149 276,217 275,307 275,295 276,161 277,911 280,327 283,351 285,059 288,475 290,592 290,516 292,220 298,111 304,077 309,015

対前年度（％） ＋5.0 ＋3.7 ＋1.2 ＋0.8 ＋0.9 ＋1.1 ＋0.4 ▲0.5 ▲0.4 ▲0.2 ▲0.7 ▲0.8 ▲0.5 ▲0.0 ▲0.1 ＋0.7 ＋0.1 ▲1.8 ▲1.4 ▲0.3 ▲0.0 ＋0.3 ＋0.6 ＋0.9 ＋0.6 ＋0.6 ＋1.2 ＋0.7 ▲0.0 ＋0.6 ＋1.6 ＋1.5 ＋1.6
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単年度収支差（左軸）

財政特例措置期間

3.9ヵ月分

3.4ヵ月分

[年度]

準備金残高（右軸）

（注） 2007年度以前の標準報酬月額の対前年度（率）は、以下の制度改正の影響を除いていない。
・1992～1993年度：標準報酬の上下限引上げ ・1994～1995年度：標準報酬の下限引上げ
・2000～2001年度：標準報酬の下限引上げ ・2007年度：標準報酬の上限引上げ・下限引下げ
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6.0ヵ月分

準備金１．５兆円に加え、約4,600
億円の国庫繰延残高があった。これ

を考慮すると５．１ヵ月分に相当す
る準備金残高を保有していた。

（注） 2008年度以降の標準報酬月額の対前年度（率）は、以下の制度改正の影響を除いている。
・2016年度 ：標準報酬月額の上限引上げ
・2022～2023年度 ：2022年10月の国や自治体等に勤務する短時間労働者の共済組合への移行

（注） 2003年度は総報酬制（賞与に対しても標準報酬（月収）と同様に保険料を賦課）が導入されたことに伴い保険料率の見直しが行われている。
それまでの標準報酬ベースの8.5％は、総報酬ベースでは7.5％に相当していたが、8.2％（実質引上げ）とされた。

後期高齢者支援金総報酬割1/3導入による国庫補助の減額（2011～）

後期高齢者支援金総報酬割1/3→全面による国庫補助の減額（2015～）

（1994）
・食事療養費の創設

（1997）
・患者負担２割

（2000）
・介護保険制度導入

（2003）
・患者負担３割
・総報酬制へ移行

（2008）
・後期高齢者
医療制度導入（2002）

・老人保健制度の対象年齢引上げ
（1998・2002・2004・2006・2008）

・診療報酬・薬価等のマイナス改定

（2016・2018～2023）
・診療報酬・薬価等のマイナス改定

保険給付費＋高齢者医療への拠出金（右軸）

保険料収入（右軸）

16.4％ → 13.0％
（1992.4月～）

8.2%
（1992.4月～）

8.4% 8.5%
（1997.9月～）

8.2%
（2003.4月～） （2010年度） （ 2011年度） （2012年度～）

9.34% 9.50 % 10.00 %

国庫特例減額措置による国庫補助の減額（2015～）

協会けんぽ（旧政府管掌健康保険）財政の推移（協会会計と国の特別会計との合算ベース）

※

※ 前期財政調整における報酬調整
1/3導入による国庫補助の減（2024～）

資料１－４ 別紙


